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国民スポーツ大会公開競技実施基準 
 

競技の普及をはじめ、国民のスポーツ推進を図り、生涯スポーツ社会の実現に寄与するため、正式競

技以外の競技を対象に、次の条件を満たす競技については、国民スポーツ大会開催基準要項第 10項（５）

に定める「公開競技」として実施することができる。 
 

1. 対象競技 

公開競技については、次の条件を満たした競技を対象とする。 

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。）の加盟競技団体の競技で

あること（準加盟は「公開競技」として実施しない）。 

(2) 当該競技団体の支部組織が、24以上の都道府県において、当該都道府県体育・スポーツ協会へ

加盟していること。 
 

2. 実施規模 

競技施設及び参加人員の基準については当該競技における全国レベルの大会（日本選手権等）の水準・

規模とする。 

ただし、参加人員は 600 人を上限とし、当該開催県と当該競技団体が調整の上、日本スポーツ協会が

決定する。 
 

3. 実施時期 

当該大会開催年度の 4 月 1 日以降、大会の会期内で開催することとし、当該開催都道府県と当該競技

団体が調整の上、日本スポーツ協会が決定する。 
 

4. 実施について 

実施を希望する当該競技団体は、次の事項について当該開催県と協議（実施の適否を含む）し、合意

を得た上で、正式競技の開催に支障のない範囲で実施すること。 

(1) 競技会の会期（4 日間を上限とする） 

(2) 競技会の実施内容及び方法 

(3) 競技会の準備及び運営（原則として、当該競技団体が主導的に行う） 

(4) 開催に係る経費の負担（当該競技団体の自己負担とする） 
 

5. 実施決定の時期と申請 

当該大会開催地の内定時とし､開催申請書に次の事項を記載の上、当該開催県が日本スポーツ協会会長

及び文部科学大臣あて提出する。 

(1) 実施競技名 

(2) 会場地、会場 

(3) 参加人員 

(4) その他特に必要とする事項 

 

6. 企業協賛 

別に定める「国民スポーツ大会公開競技における企業協賛について」に基づき実施することができる。 
 

7. その他 

(1) 総合表彰の積算対象競技としない。 

(2) 都道府県予選会等を実施する場合には、当該競技団体の責任の下で実施する。 

(3) 参加料、参加者旅費等、当該競技会参加に関する経費については、原則として、競技会参加者

の自己負担とする。 

(4) 参加者には､大会参加記念章を与えることができる。 

(5) 本基準の改廃は、国民スポーツ大会委員会の決議を経て行う。 
 

（附 則） 

本基準は、平成 20年 11月 12日に制定し、第 70回大会より施行する。 

本基準は、平成 24年 8月 29 日に改定し、第 70回大会より施行する。 

本基準は、平成 27年 12月 10日に改定し、施行する。 

本基準は、平成 30年 4月 1 日に改定し、施行する。 

本基準は、令和 6 年 1 月 1 日に改定し、施行する。 
 

https://www.japan-sports.or.jp/Portals/0/data/kokutai/doc/jg_kitei_22.pdf

